
資格情報のお知らせまたは資格確認書を
令和７年３月に一斉交付します！

お持ちの保険証の有効期限は令和７年３月３１日です。

被保険者全員のマイナ保険証の保有状況を
全板国保が国のシステムに確認し、支部を経由して
交付します（手続きは不要です）。

マイナ保険証のご利用をお願いします

マイナンバーカードを保険証として利用できるように

するには、ご自身で「保険証利用の登録」が必要です
（登録は１回のみ）。
未登録の方は右の二次元コードよりご登録いただくか、
病院等を受診する際にマイナンバーカードを持参し、
窓口でもご登録が可能です。

① マイナ保険証を持っている方
（マイナンバーカードの保険証利用登録をしている場合）

『資格情報のお知らせ』を交付

※ ご自身の被保険者資格等を把握するために交付します。

※ 資格情報のお知らせのみでは受診できません。

マイナ保険証で受診してください。

『資格確認書』を交付
※ 病院等を受診する際に窓口でご提示ください。

② マイナ保険証を持っていない方
（マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない場合）
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